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医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

国
に
納
め
る
手
数
料
（
第
一
条
―
第
三
十
条
）

第
一
章

国
に
納
め
る
手
数
料
（
第
一
条
―
第
三
十
条
）

第
二
章

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
納
め
る
手
数
料
（

第
二
章

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
納
め
る
手
数
料
（

第
三
十
一
条
―
第
三
十
六
条
）

第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
）

附
則

附
則

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
つ
い
て
の

調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
四
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
調
査

（
新
設
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

国
内
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査

百
五
十
二
万
三
百
円

二

外
国
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査

百
五
十
七
万
八
千
九
百
円
に

機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

２

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
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号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

国
内
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
十
万
九
千
三
百
円

二

外
国
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
十
七
万
七
百
円
に
機
構
職

員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11


